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全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会会則

第 １ 章 総 則

（名 称）

、 （ 「 」 。）第１条 この会は 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会 以下 本会 という

という。

（事務所）

第２条 本会は、事務所を東京都墨田区に置く。

（目 的）

第３条 本会は、合併処理浄化槽の普及を促進し並びにその設置及び維持管理の適正

化等を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とす

る。

（事 業）

第４条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

（１）合併処理浄化槽設置整備事業の円滑な推進を図ること。

（２）合併処理浄化槽の適正な施工及び維持管理の向上を図ること。

（３）合併処理浄化槽に関する普及・啓発を図ること。

（４）合併処理浄化槽に関する調査研究を行うこと。

（５）研究会、講習会、研修会等を開催すること。

（６）機関紙及び図書を刊行すること。

（７）国会、関係行政機関等に対する陳情、請願又は、建議をすること。

（８）合併処理浄化槽事業に関する国際交流の推進を行うこと。

（９）合併処理浄化槽の各種機器及び資材の向上を図ること。

（ ）合併処理浄化槽の功労者に対する顕彰を行うこと。10

（ ）その他､本会の目的を達するために必要な事業を行うこと。11

第 ２ 章 会 員

（会 員）

第５条 本会の会員は、正会員、特別会員及び賛助会員とする。

２ 正会員は、本会の目的に賛同して入会した各都道府県合併処理浄化槽普及促進市

町村協議会とする。
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３ 特別会員は、本会の目的に賛同して入会した浄化槽事業について学識経験を有す

る者又は理事会において推薦された者とする。

４ 賛助会員は、本会の目的に賛同して入会し、本会の事業及び目的達成に賛助協力

する者とする。

５ 法人である会員は、代表者及びその事務代行者１名を届け出なければならない。

（会 費）

第６条 正会員は、負担金を、特別会員及び賛助会員は入会金及び会費を、規程の定

めるところにより納入しなければならない。但し、前条第３項後段に規定する特別

会員を除く。

（入 会）

第７条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を記名押印のうえ提出し、

理事会の承認を得なければならない。但し、第５条第３項後段に規定する特別会員

を除く。

（退 会）

第８条 前条の会員は、その旨を会長に届け出て、退会することができる。

２ 前項の会員は、次の各号の一に該当することとなった場合は、退会したものとみ

なす。

（１）死亡又は解散したとき。

（２）会費を２年以上納入しないとき。

（除 名）

第９条 会員が本会の名誉をき損し、又はこの会則に反するような行為を行ったとき

は、総会において、出席した構成員の３分の２以上の同意により、これを除名する

ことができる。但し、総会は、決議の前に当該会員に弁明する機会を与えなければ

ならない。

第 ３ 章 役 員 等

（役 員）

第 条 本会に、次の役員を置く。10

会 長 １名

副会長 ３名以内

理 事 若干名

監 事 ２名



- 3 -

（役員の選出）

第 条 会長及び副会長は、理事の互選とする。11

２ 理事は、総会において、正会員の代表者の中から選任する。

３ 監事は、総会において選任する。

（役員の職務）

第 条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。12

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定した順

位により、その職務を代行する。

３ 理事は、理事会を構成し、総会の議決に基づいて会務を執行する。

４ 監事は、本会の会務及び会計を監査する。

（役員の任期）

第 条 役員の任期は、２年とする。但し、再任を妨げない。13

２ 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行

わなければならない。

（解 任）

、 、 、第 条 役員に 役員としてふさわしくない行為があったときは 総会の議決により14

これを解任することができる。

（顧 問）

第 条 本会は、顧問を置くことができる。15

２ 顧問は、会長が理事会の同意を得て、これを委嘱する。

３ 顧問は、重要な事項について会長の諮問に応じ、また会議に出席して意見を述べ

ることができる。

第 ４ 章 会 議

（会議の種類）

第 条 会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会と臨時総会とする。16

（会議の構成）

第 条 総会は、正会員の代表者各３名をもって構成する。17

２ 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。

（会議に付議すべき事項）

第 条 総会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を審議し、議決する。18
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（１）会則の改正に関すること。

（２）規程の制定及び改廃に関すること。

（３）理事の選出及び解任に関すること。

（４）事業計画書及び収支予算書の承認に関すること。

（５）事業報告書及び収支決算書の承認に関すること。

（６）本会の解散に関すること。

（７）その他、本会の運営に関する重要な事項。

２ 理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を審議し、決定する。

（１）総会の議決した事項の執行に関すること。

（２）総会に付議すべき事項に関すること。

（３）規則の制定及び改廃に関すること。

（４）その他、総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

（５）緊急を要するため総会を開くことが困難な場合は、第１項第１号および第６号

を除くほか総会の代わり議決することができる。但し、この場合は次に開催され

る総会に報告し、その承認を得なければならない。

（会議の招集）

第 条 会議は、会長が招集する。19

２ 会議を招集するには、会議を構成する会員又は理事に対し、会議の目的たる事項及び

その内容並びに日時、場所を示して、少なくとも２０日前に文書をもって通知しなけ

ればならない。但し、特に緊急を要する場合は、この限りでない。

（会議の開催）

第 条 通常総会は、毎年１回開催する。20

２ 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は監事がその職務遂行上必要と認め

たときに開催する。

３ 理事会は、必要に応じて随時会長が招集する。

（議 長）

第 条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選出する。21

２ 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

（定足数）

第 条 総会及び理事会は、その構成員の過半数以上の出席がなければ開くことがで22

きない。但し、やむをえない理由のため会議に出席できない会員又は理事は､あらか

じめ通知された議事につき書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表

決を委任することができ、この場合当該会員又は理事は出席者とみなす。
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（議 決）

第 条 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決23

するところによる。但し、会則の変更その他理事会において特に重要と認めるもの

については、出席会員の３分の２以上の同意があることを必要とする。

２ 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決する。

（議事録）

第 条会議の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな24

い。

（１）開会の日時及び場所

（２）会員、理事の現在数

（３）会議に出席した会員、理事の氏名（書面表決者及び表決委任者を含む）

（４）議決事項

（５）議事の経過、要領及び発言者の発言要旨

（６）議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には、議長及び出席会員、理事のなかから、その会議において選出された

議事録署名人２名以上が署名しなければならない。

第 ５ 章 資産及び会計

（資 産）

第 条 本会の資産は、次の各号に掲げる収入をもって構成する。25

（１）会 費

（２）負担金

（３）事業に伴う収入

（４）その他の収入

（資産の管理）

第 条 本会の資産は 会長が管理し その方法は理事会の決するところによる 経26 、 、 。（

費の支弁）

第 条 本会の経費は、資産をもって支弁する。27

（事業計画及び予算）

第 条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し毎会計年28

度開始前に、理事会において議決し、総会に報告しなければならない。これを変更

する場合も同様とする。
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２ 年度開始前に、当該年度の事業計画及び予算が成立しないときは、前年度の事業

計画及び予算に準じて執行する。

３ 前項により執行した収支は、当該年度の予算が成立したときは、これを当該予算

の収支とみなす。

（事業報告及び決算）

第 条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後１０ヶ月以内に、会長が事業29

報告書、決算書及び財産目録書として作成し、監事の監査を経て、理事会において

議決し、総会に報告しなければならない。

（会計年度）

、 、 。第 条 本会の会計年度は 毎年４月１日に始まり 翌年３月３１日をもって終わる30

第 ６ 章 組 織

（事務局）

第 条 本会の事務を処理させるため、事務局を置く。31

２ 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会が別に定める。

（委員会）

第 条 本会の目的及び事業を達成するために必要な場合は、委員会を設けることが32

できる。

２ 委員会の設置及び運営に関して必要な事項は、理事会が別に定める。

３ 委員会は、必要に応じて専門委員会を設けることができる。

第 ７ 章 雑 則

第 条この会則に定めるもののほか、この会則の施行について必要な事項は、理事会33

が定める規則による。

付 則

この会則は、平成２年１１月２９日から施行する。

付 則

この会則は、平成１０年１２月１日から施行する。

付 則

この会則は、平成１２年１２月５日から施行する。


